
大和市告示第７０号 

大和市介護保険料減免取扱要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 

平成２９年３月３０日 

                      大和市長 大 木  哲   

 

大和市介護保険料減免取扱要綱の一部を改正する要綱 

大和市介護保険料減免取扱要綱（平成２１年大和市告示第１１０号）の一部を次のように改正す

る。 

第２条中「第１３条第１項第１号」を「第１２条第１項第１号」に改める。 

第３条第１号中「第１３条第１項第１号」を「第１２条第１項第１号」に改め、同条第２号中

「第１３条第１項第２号」を「第１２条第１項第２号」に改める。 

第５条第１項中「第１３条第２項」を「第１２条第２項」に改め、同項第１号中「第１２条第１

項第１号」を「第１１条第１項第１号」に改め、同項第２号中「第１２条第１項第２号」を「第

１１条第１項第２号」に改め、同項第３号中「第１２条第１項第３号」を「第１１条第１項第３号」

に改め、同項第４号中「第１３条第１項第２号」を「第１２条第１項第２号」に改める。 

第７条第１項中「第１２条第１項第１号」を「第１１条第１項第１号」に改め、同項第２号中

「第５条」を「第４条」に改め、同条第２項中「第５条第１項第１号」を「第４条第１項第１号」

に改め、同条第３項中「第５条第２項第４号」を「第４条第２項第４号」に改める。 

第８条第２項中「前項に」を「前項の」に、「第７条各号」を「第６条各号」に改める。 

附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 


